
 

令和２年（2020年）第三回定例会提出議案一覧 

【 その他の案件 】 

議番号 件名、提出理由及び主な内容等 

議第 232号 

件名：和解の成立について（介護給付費の不正受給に係る返還請求控訴事

件） 

＜提出理由＞ 

熊本地方裁判所平成２５年（ワ）第４８０号介護給付費返還請求事件の

判決を受け相手方が提起した介護給付費の不正受給に係る返還請求控訴事

件について、福岡高等裁判所の和解勧告に従い、和解を成立させるため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定に

基づき、市議会の議決を求めるもの 

＜主な内容＞ 

１ 相手方 

宇城市松橋町南豊崎５８５番地 

医療法人社団 本田会 

理事長 本田 溥 

２ 事件名 

  令和元年（ネ）第７２０号 介護給付費返還等、介護給付費返還、不

当利得返還請求控訴事件 

３ 原判決の主な内容 

(1) 相手方は、市に対し、７２７万１８６３円及びこれに対する平成２

３年（２０１１年）９月２１日から支払済みまで年５分の割合による金

員を支払え。 

(2) 市のその余の請求を棄却する。 

４ 主な請求内容 

相手方は、原判決を取り消し、市の請求を棄却し、訴訟費用は第１審、

第２審とも市の負担とする旨の判決を求める。 

５ 和解条項 

(1) 相手方は、市に対し、本件和解金として、５１９万４１８８円の支

払義務があることを認め、これを令和２年（２０２０年）１２月１４

日限り、市指定の銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振

込手数料は相手方の負担とする。 

(2) 市は、その余の請求をいずれも放棄する。 

(3) 相手方及び市は、相手方と市との間には、本件に関し、この和解条

項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認す

る。 

(4) 訴訟費用は、１審、２審を通じて、各自の負担とする。 
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